
                 第二部会 審議資料 資料１－１ 

 

（事業名）東京都市計画道路幹線街路環状第４号線 

（港区港南一丁目～同区白金台三丁目間）建設事業 

 

部会審議項目(10) 大 騒 土 地 生 日 電 景 史 廃 （ は終了） 

 

（環境影響評価の項目）土壌汚染（選定した項目）   （年月日）平成 29年 11月 20日 

項   目 特例環境配慮書 
特例環境配慮書 

関連頁 

現 況 調 査 

 

 

 

 

(1) 調査事項 

(2) 調査地域 

(3) 調査方法 

(4) 調査結果 

 

P186～P194 

 

 

 

 

予 測 

 

 

 

 

 

(1) 予測事項 

(2) 予測の対象時点 

(3) 予測地域 

(4) 予測方法 

(5) 予測結果 

 

P195～P196 

 

 

 

 

 

環境保全のための措置 

 

 

 

  P197 

 

評 価 

 

 

(1) 環境影響の程度 

(2) 環境配慮目標の達成の程度に対する配慮 

の程度 

P197～P198 

 

 

都民の主な意見  な し 

関係区長の意見   別紙のとおり 

項目検討の内容 

(1) 検討年月日 平成29年10月31日 

(2) 担当委員   佐々木 裕子 委員 

(3) 検討結果   意見なし 



別紙 

関係区長の意見 

 

【港区長】 

    意見なし 

 

【品川区長】 

汚染土壌を搬出する際には関係法令に基づき、特定有害物質等の飛散等を防止するため

の措置を講じてください。 



                 第二部会 審議資料 資料１－２ 

 

（事業名）東京都市計画道路幹線街路環状第４号線 

（港区港南一丁目～同区白金台三丁目間）建設事業 

 

部会審議項目(10) 大 騒 土 地 生 日 電 景 史 廃 （ は終了） 

 

（環境影響評価の項目）地形・地質（選定した項目）  （年月日）平成 29年 11月 20日 

項   目 特例環境配慮書 
特例環境配慮書 

関連頁 

現 況 調 査 

 

 

 

 

(1) 調査事項 

(2) 調査地域 

(3) 調査方法 

(4) 調査結果 

 

P199～P203 

 

 

 

 

予 測 

 

 

 

 

 

(1) 予測事項 

(2) 予測の対象時点 

(3) 予測地域 

(4) 予測方法 

(5) 予測結果 

 

P204～P205 

 

 

 

 

 

環境保全のための措置 

 

 

 

  P205 

 

評 価 

 

 

(1) 環境影響の程度 

(2) 環境配慮目標の達成の程度に対する配慮 

の程度 

P207～P208 

 

 

都民の主な意見  な し 

関係区長の意見   な し 

項目検討の内容 

(1) 検討年月日 平成29年11月９日 

(2) 担当委員   宮越 昭暢 委員 

(3) 検討結果   意見なし 



                 第二部会 審議資料 資料１－３ 

 

（事業名）東京都市計画道路幹線街路環状第４号線 

（港区港南一丁目～同区白金台三丁目間）建設事業 

 

部会審議項目(10) 大 騒 土 地 生 日 電 景 史 廃 （ は終了） 

 

（環境影響評価の項目）史跡・文化財（選定した項目） （年月日）平成 29年 11月 20日 

項   目 特例環境配慮書 
特例環境配慮書 

関連頁 

現 況 調 査 

 

 

 

 

(1) 調査事項 

(2) 調査地域 

(3) 調査方法 

(4) 調査結果 

 

P291～P292 

 

 

 

 

予 測 

 

 

 

 

 

(1) 予測事項 

(2) 予測の対象時点 

(3) 予測地域 

(4) 予測方法 

(5) 予測結果 

 

P293 

 

 

 

 

 

環境保全のための措置 

 

 

 

  P293 

 

評 価 

 

 

(1) 環境影響の程度 

(2) 環境配慮目標の達成の程度に対する配慮 

の程度 

P294 

 

 

都民の主な意見  な し 

関係区長の意見   別紙のとおり 

項目検討の内容 

(1) 検討年月日 平成29年10月26日 

(2) 担当委員   寺島 孝一 委員 

(3) 検討結果   意見なし 



別紙 

関係区長の意見 

 

【港区長】 

１ 計画地における、江戸時代に敷設された「三田上水」、その後身である「三田用水」

に関連する遺産等（白金台三丁目 12に一部残存）については、住民団体から保存に係

る要望が提出されていますので、慎重に取り扱ってください。 

 

２ 港区遺跡番号 64 の信濃飯山藩本多家屋敷跡遺跡（高輪三丁目 13）については、文

化財保護法に基づく手続きが必要となり、事前調査等の保護措置の対象になります。 

 

３ 周知されている埋蔵文化財包蔵地以外の土地については、埋蔵文化財の有無が確認

されていない箇所も多く存在すると考えられ、「港区埋蔵文化財取扱要綱」に基づき

試掘調査の実施を指導する場合がありますので、必要に応じて区と協議してください。 

 

【品川区長】 

意見なし 

 


